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（審議経過） 

○室橋都市建設課長 皆さん、こんにちは。

定刻になりましたので、始めさせていただ

きます。 

 本日は、お忙しい中、第７６回足立区都市

計画審議会にご出席いただき、誠にありが

とうございます。 

 私は、本日司会を務めさせていただきま

す都市建設課長の室橋と申します。よろし

くお願いいたします。 

 本日の審議会は、専門委員及び幹事がＷ

ｅｂからの出席となっております。音声や

画面が確認しづらい場合は、挙手ボタン等

でお知らせいただきますようお願いいたし

ます。 

 また、審議会中はシステムの負荷軽減の

ため、カメラをオフにしていただきますよ

うお願いいたします。 

 はじめに、本審議会の情報公開について

のご連絡です。 

 本審議会は公開を原則としております。

そのため、会議記録につきましては、区のホ

ームページで公開させていただいておりま

す。また、会議記録作成のため、録音させて

いただきますので、ご理解の程、お願いいた

します。 

 それでは、議案審議及び報告事項に移ら

せていただきます。 

 ここからの議事進行は長塩会長にお願い

いたします。 

○長塩会長 それでは、都市計画審議会の

議事を進めてまいります。 

 はじめに、事務局から本日の資料と議案

について説明願います。 

○室橋都市建設課長 それでは、資料の確

認をさせていただきます。 

 お持ちいただいた資料をご覧ください。

まず、「次第」、「委員等名簿」、「座席表」、

それぞれ１枚。次に黄色の表紙の議案書１、

一つづり。次にみず色の表紙の議案書２、一

つづり。次にきみどり色の表紙の議案説明

資料、一つづり。次にもも色の表紙の報告説

明資料、一つづりとＡ４判の別添資料とな

ります。 

 以上が本日の資料でございます。不足し

ている資料等がございましたら事務局へお

知らせください。―よろしいでしょうか。 

 それでは、次第をご覧ください。 

 本日は、議案審議が３件、報告事項が１件

でございます。 

 それでは、議案審議についてでございま

すが、第１号議案「用途地域等の一括変更関

連」といたしまして、１－１「東京都市計画 

区域区分の変更（東京都からの意見照会）」、 

１－２「東京都市計画 用途地域の変更（東

京都からの意見照会）」、１－３「東京都市

計画 高度地区の変更（足立区決定）」、１

－４「東京都市計画 防火地域及び準防火

地域の変更（足立区決定）」、１－５「東京

都市計画 特別工業地区の変更（足立区決

定）」、１－６「東京都市計画 地区計画 足

立東部地域神明南地区地区計画の変更（足

立区決定）」。 

 第２号議案「東京都市計画 生産緑地地

区の変更（足立区決定）」。 

 第３号議案「東京都市計画 流通業務団

地 北部流通業務団地の変更（東京都から

の意見照会）」。 

 以上３件でございます。 

 続いて、報告事項でございますが、報告１

「西新井駅西口周辺地区関連について」の

１件でございます。 

 次に、「議案審議」及び「報告事項」の説

明及び発言方法についてご案内いたします。 

 「議案審議」及び「報告事項」の説明につ

いては、前方のモニターを利用しますので、

説明の際はモニターをご覧ください。お手

元の資料は、モニターが見づらい場合にご

覧ください。 

 質疑応答についてでございますが、ご発

言の際には挙手をいただき、会長の指名の

後、席上のマイクのスイッチを入れてご発

言ください。 

 また、発言が終わりましたら、スイッチを

お切りいただきますようお願い申し上げま

す。 

 事務局からは以上でございます。 

○長塩会長 それでは、議案審議に入る前

に、委員の出席状況を事務局から報告願い

ます。 

○室橋都市建設課長 本日は、定数１９名

のところ１５名のご出席を頂いております。

過半数のご出席を頂いておりますので、審

議会が有効に成立することをご報告申し上

げます。 

○長塩会長 議事録署名人は、私と廣兼委

員が務めますので、よろしくお願いいたし
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ます。 

 それでは、議案の審議に入ります。 

 第１号議案「用途地域等の一括変更関連」

について審議を行います。 

 室橋都市建設課長から説明願います。 

○室橋都市建設課長 都市建設課長、室橋

でございます。 

 私からは、第１号議案「用途地域等の一括

変更関連」について、計６件の都市計画変更

の議案を提出いたします。提出者は６件全

て足立区長、近藤弥生です。 

 お手元の資料では、黄色い表紙の議案書

１の１ページからでございます。 

 案件が多いので、「都市計画図書」のご案

内は割愛させていただきます。ご了承いた

だきますようお願いいたします。 

 まずは、東京都からの意見照会２件でご

ざいます。 

 議案書１では、１ページから１－１「東京

都市計画区域区分の変更」、４１ページから

１－２「東京都市計画 用途地域の変更」、

以上２件の提案理由は、「本都市計画の変更

に関する東京都からの意見照会に回答する

にあたり、足立区都市計画審議会の議を経

る必要があるため」でございます。 

 続きまして、足立区決定４件です。 

 議案書１では１０１ページから１－３

「東京都市計画 高度地区の変更」、１３９

ページから１－４「東京都市計画 防火地

域及び準防火地域の変更」、１４５ページか

ら１－５「東京都市計画 特別工業地区の

変更」、１７１ページから１－６「東京都市

計画 地区計画 足立東部地域神明南地区

地区計画の変更」、以上４件の提案理由は、

本都市計画の変更するに当たり、足立区都

市計画審議会の議を経る必要があるためで

ございます。 

 これらの都市計画変更について、「議案書」

は少し分かりづらいため、きみどり色の表

紙の議案説明資料で内容をご説明いたしま

す。 

 議案説明資料１ページ、「１ 議案の趣旨」

でございます。 

 本案件は、区域区分、用途地域、高度地区、

防火地域及び準防火地域、特別工業地区（以

下、用途地域等という）について、東京２３

区全域を一斉に見直しし、一括して変更す

るものでございます。 

 なお、用途地域等の一斉見直しは、前回、

平成１６年に行われましたが、その後、約１

８年が経過しており、道路など地形地物の

形状の変化が多く見られること及び東京都

が定める「用途地域等に関する指定方針・指

定基準」の改正が令和元年にあったことか

ら、用途地域等の見直しが必要となり、この

たび一括して変更する運びとなっておりま

す。 

 「２ 一括変更する都市計画」。①から⑥

に記載のとおり、６つの都市計画を一括変

更いたします。 

 なお、「①区域区分」は足立区内の変更は

ございません。 

 議案説明資料では２ページ、「３ 用途地

域等の変更について」でございます。 

 表に記載のありますア、イ、ウの３つの条

件に当てはまる地区を区内全域で調査し、

変更が必要な全１９地区を選定いたしまし

た。 

 ここからは、今回変更する１９地区につ

いて、第１号議案別添資料をもとに概要を

ご説明いたします。 

 それでは、まず「ア 用途地域の境界の基

準としていた地形地物が変化した地区」、１

番から１４番の計１４地区の変更概要でご

ざいます。 

 第１号議案別添資料の表紙を１枚おめく

りください。まず、この資料の構成について

ご説明いたします。 

 資料上部にありますのが、変更前、変更後

の計画図でございます。図中赤枠で囲まれ

た部分に①、②など記号が記載されており、

その範囲内の変更内容が、それぞれ下の表

に記載されております。今回は図を中心に

変更概要をご説明いたしますので、詳細な

変更内容は下の表でご確認をお願いいたし

ます。 

 それでは、１番の内容をご説明いたしま

す。 

 この地区は、これまで用途地域等の内容

が切り替わる境界線が上空を横断する「高

圧線」のケーブルの中心線となっておりま

した。しかし、現在その「高圧線」は撤去さ

れなくなっているため、「南側道路境界から

４０ｍ」に変更いたします。 

 続いて２番でございます。 

 この地区は、東武スカイツリーラインの

軌道敷きの中心線が境界となっております。 

 このたび、竹ノ塚駅付近の鉄道の立体化
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に伴い、鉄道区域の幅が広がり、中心線が変

更になったことに伴って用途地域の境界も

変更いたします。 

 続いて３番でございます。 

 この地区は、これまで寺の敷地内通路の

中心線が境界となっておりました。しかし、

現在その敷地内通路が無くなっているため、

「道路から４１ｍ」に境界を変更いたしま

す。 

 続いて４番でございます。 

 この地区は、街区の北側道路から２０ｍ

が境界となっておりますが、現在、前面道路

が拡幅されているため、拡幅後の道路形状

に合わせて境界を変更いたします。 

 続いて５番でございます。 

 この地区は、西新井駅西口の古い交通広

場の計画線から２０ｍが境界となっていま

したが、現在、都市計画の変更により交通広

場の形状が変わっているため、都市計画変

更後の交通広場の形状を基準として境界を

変更いたします。 

 続いて６番でございます。 

 この地区は、個人宅の敷地内通路の中心

が境界となっておりました。しかし、個人宅

の敷地内通路は今後無くなる可能性がある

ため、「都市計画道路から３０ｍ」に境界を

変更いたします。 

 続いて７番でございます。 

 この地区も６番と同様、個人宅の位置指

定道路の中心が境界となっていました。し

かし、現在は位置指定道路が無くなってい

るため、「都市計画道路から３０ｍ」に境界

を変更いたします。 

 続いて８番でございます。 

 この地区は、過去の道路の中心が境界と

なっていました。しかし、現在は、都市計画

道路補助９１号線が完成したことで、その

道路が無くなっているため、「都市計画道路

の中心」に境界を変更いたします。 

 続いて９番でございます。 

 この地区は、土地区画整理事業の境界線

が用途地域の境界となっておりますが、こ

の土地区画整理事業の境界は、明確に位置

を出すことが難しく、用途地域の境界の根

拠としてふさわしくないため、「北側道路か

ら２０ｍ」に境界を変更いたします。 

 続いて１０番でございます。 

 この地区は、街区の南側道路から３０ｍ

が境界となっていますが、実際の道路形状

と境界の形状が合っていないため、実際の

道路形状に合わせて、境界を変更いたしま

す。 

 続いて１１番でございます。 

 この地区は、西側道路から２０ｍが境界

となっておりますが、現在、前面道路が拡幅

されているため、拡幅後の道路形状に合わ

せて境界を変更いたします。 

 続いて１２番でございます。 

 この地区は、団地等の敷地内通路の中心

が境界となっていました。しかし、現在は敷

地内通路が無くなっており、明確に位置を

出すことが難しいため、前面道路から「５０

ｍ」と「３０ｍ」に、それぞれ境界を変更い

たします。 

 続いて１３番でございます。 

 この地区は、現況道路から２０ｍが境界

となっていますが、この地区一帯には「防災

街区整備地区計画」が策定され、防災生活道

路として、これらの道路を６ｍに整備する

ことになり、密集事業により拡幅整備を行

っております。このため、「防災生活道路の

計画線から２０ｍ」に境界を変更いたしま

す。 

 続いて１４番でございます。 

 この地区は、境界の根拠が不明確である

ため、「交通広場の境界線から２０ｍ」と根

拠を定め、境界を変更いたします。 

 続きまして、「イ 事業中又は整備が完了

した都市計画道路の沿道地区」、１５番から

１８番の計４地区の概要をご説明いたしま

す。 

 この変更は、都市計画道路事業の進捗に

合わせ、沿道３０ｍの「用途地域」「高度地

区」「防火地域及び準防火地域」を変更する

ことで道路と建物によって燃え広がりを抑

える空間である「延焼遮断帯」の形成を誘導

し、首都直下地震等に伴う火災の燃え広が

りを抑え、まちの防災性を向上させること

を目的とする変更でございます。 

 まずは１５番、補助第２６１号線沿道の

古千谷一丁目から赤山街道までの区間でご

ざいます。 

 続いて１６番、補助第１０９号線沿道の

北加平町から神明一丁目までの区間です。 

 続いて１７番、補助第２５６号線沿道の

中央本町三丁目から青井六丁目までの区間

です。 

 続いて１８番、補助第１３６号線沿道の
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足立一丁目から足立三丁目までの区間です。 

 以上４か所の区間について、延焼遮断帯

を形成するため、沿道３０ｍの範囲で用途

地域等を変更いたします。 

 続きまして、「ウ 都市計画を伴わずに土

地利用が転換した地区」１９番の概要をご

説明いたします。 

 この地区は、一部分「準工業地域」となっ

ている場所について、現在、工業系の用途と

しての土地利用がなされていないため、「足

立区都市計画マスタープラン」及び土地利

用状況との整合を図り、「近隣商業地域」に

変更いたします。 

 以上の計１９地区が、今回、用途地域等の

一括変更を行う地区でございます。 

 次に、「４ 足立東部地域神明南地区地区

計画の変更について」でございます。 

 お手数ですが、きみどり色の表紙の議案

説明資料に戻っていただき、３ページをご

覧ください。 

 この変更は、先ほどご説明した１６番、補

助第１０９号線沿道の変更区域と重なって

いる神明南地区地区計画について、変更内

容の整合を図るために行うものでございま

す。 

 この変更内容について、３つの区域に分

けてご説明いたします。 

 １つ目は【図１】右上、青色の【区域①】

でございます。こちらの区域では、今回変更

となる補助第１０９号線沿道との差別化を

図るため、既存の「幹線道路沿道地区」を「幹

線道路沿道地区Ａ」と名称のみ変更いたし

ます。 

 ２つ目は、【図１】中央、黄色の【区域②】

でございます。 

 こちらの区域では、新たに補助第１０９

号線沿道３０ｍ範囲を「幹線道路沿道地区

Ｂ」という地区区分にし、「地区整備計画区

域の特性に応じた容積率の最高限度」を「１

５０％」から「３００％」に、「建蔽率の最

高限度」を「５０％」から「６０％」に変更

いたします。また、住環境を保全するために、

用途の制限として「ホテルまたは旅館」の建

築の規制を追加いたします。 

 ３つ目は、【図１】の地区計画区域の全域

でございます。 

 こちらでは、「地区整備計画区域の特性に

応じた容積率の最高限度」における「特定行

政庁の許可による緩和」を廃止いたします。 

 最後に、議案説明資料では４ページ、「都

市計画手続きの経緯と今後の予定」でござ

います。 

 令和２年１月に東京都からの「都市計画

原案」の作成依頼を受け、足立区ではまず、

素案を作成し、令和４年１月に関係権利者

に説明資料の配布及び個別説明を行いまし

た。 

 その後、令和４年３月に東京都へ都市計

画原案を提出しております。 

 地区計画の変更に関しましては、５月２

７日と２８日に都市計画法第１６条に基づ

く都市計画原案の説明会を開催し、６月６

日から２０日まで都市計画法第１６条に基

づく都市計画原案の公告・縦覧を行いまし

たが、意見書の提出はございませんでした。 

 その後、全６件の都市計画変更について

１２月１日から１５日まで都市計画法第１

７条に基づく都市計画案の公告・縦覧を行

いましたが、意見書の提出はございません

でした。 

 そして、このたび、第７６回足立区都市計

画審議会でご審議いただき、来年２月８日

開催予定の第２４０回「東京都都市計画審

議会」での審議を経て、来年４月下旬に「都

市計画決定・告示」がされる予定でございま

す。 

 以上で第１号議案のご説明を終わります。

ご審議の程よろしくお願いいたします。 

○長塩会長 それでは、第１号議案の審議

をいたします。 

 発言に当たりましては、その都度、職名も

しくは氏名を名乗られてからお願いします。 

 本件について、ご意見、ご質問がありまし

たらお願いいたします。 

 なければ採決いたします。 

 本案につきまして、異議のないものと決

定してよろしいでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○長塩会長 それでは、第１号議案は異議

のないものと決定いたします。 

 続きまして、第２号議案に移ります。 

 第２号議案「東京都市計画 生産緑地地

区の変更（足立区決定）」についての審議を

行います。 

 室橋都市建設課長から説明願います。 

○室橋都市建設課長 都市建設課長の室橋

でございます。 

 私からは、第２号議案「東京都市計画 生



5 

 

産緑地地区の変更（足立区決定）」について

ご説明いたします。 

 お手元の資料では、みず色の議案書２の

１ページからでございます。 

 提出者は、足立区長、近藤弥生です。 

 提案理由は、東京都市計画生産緑地地区

を変更するにあたり、都市計画法に基づき、

足立区都市計画審議会の議を経る必要があ

るためでございます。 

 ２ページ以降は、案の理由書、計画書、新

旧対照表、総括図、計画図でございます。 

 以上が議案書のご案内になります。 

 これらの内容につきましては、きみどり

色の表紙の議案説明資料でご説明させてい

ただきます。 

 議案説明資料の５ページをご覧ください。 

 「１ 議案の趣旨」については、議案書で

ご説明したとおりでございます。 

 続きまして、「２ 生産緑地地区の現況」

でございます。 

 市街化区域内においては、農地等を生産

緑地地区として都市計画決定することで、

所有者が固定資産税の減免等の優遇措置を

受けることができ、農業を続けやすくなる

事から、農地等の保全につながっています。 

 生産緑地は、緑地、オープンスペース、延

焼遮断、避難場所など、良好な都市環境を形

成する機能を有していますが、近年、農業従

事者の高齢化や後継者不足により、件数、面

積ともに減少傾向にございます。 

 平成２９年度に生産緑地法及び運用指針

の改正に基づき、下限面積の見直しや一団

の考え方の緩和を行い、新規・追加の指定が

しやすくなるための取組を行っているとこ

ろでございます。 

 次に、「３ 変更概要」でございます。今

年度の変更により、足立区の生産緑地地区

は、昨年度決定時の１８９件・約２８．８５

ｈａから１７８件・約２７．８０ｈａへの変

更となります。昨年度から１１件、１．０５

ｈａの減少でございます。 

 お手元の資料では６ページをご覧くださ

い。こちらは変更箇所の詳細でございます。 

（１）新規指定を行う地区は１件。 

（２）既存の生産緑地地区に追加指定を行

う地区は２件。 

（３）全部削除を行う地区は１２件。 

（４）既存の生産緑地地区の一部の部分削

除を行う地区は１件。 

（５）地区の位置は変わらず、面積を変更

する地区は２件でございます。 

 なお、今回削除する５件と精査２件につ

きましては、特定生産緑地に指定されてお

りますので、生産緑地地区の変更の告示と

同日に、生産緑地法第１０条の６第１項及

び第２項に基づき、特定生産緑地の解除及

び精査の告示を行う予定でございます。 

 お手元の資料では７ページをご覧くださ

い。こちらは変更になる生産緑地地区の位

置をプロットした図でございます。 

 続きまして、変更地区の配置図及び現況

写真でございます。件数が多いので、詳細な

説明は割愛させていただきたいと思います。 

 こちらは、新規指定を行う地区番号３１

８番の青井六丁目の地区でございます。 

 ９ページは、既存の生産緑地地区１５２

番に追加指定を行う平野一丁目の地区でご

ざいます。 

 １０ページは、同じく、既存の生産緑地地

区３１７番に追加指定を行う花畑六丁目の

地区でございます。 

 １１ページ以降は、主たる従事者の死亡

または故障により削除を行う地区１２区で

ございます。 

 次に、２４ページをご覧ください。生産緑

地地区の「都市計画手続きの経緯と今後の

予定」でございます。 

 都市計画法第１７条に基づき、１２月１

日から２週間、都市計画案の縦覧を行いま

したが、意見書の提出はございませんでし

た。 

 本日ご審議いただき、１２月下旬に都市

計画決定・告示を行い、その後、年明けに農

地利害関係人へ通知を行う予定でございま

す。 

 また、来年度も、１０月の審議会におきま

して「特定生産緑地指定のための意見聴取」、

１２月の審議会で「生産緑地地区の変更」を

行う予定でございます。 

 以上で第２号議案の説明を終わります。 

○長塩会長 それでは、第２号議案の審議

をいたします。 

 発言に当たりましては、その都度、職名も

しくは氏名を名乗られてからお願いいたし

ます。 

 本件について、ご意見、ご質問がありまし

たらお願いいたします。 

 なければ採決いたします。 
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 本案につきまして、異議のないものと決

定してよろしいでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○長塩会長 それでは、第２号議案は異議

のないものといたします。 

 続きまして、第３号議案に移ります。 

 第３号議案「東京都市計画 流通業務団

地 北部流通業務団地の変更（東京都から

の意見照会）」についての審議を行います。 

 室橋都市建設課長から説明願います。 

○室橋都市建設課長 都市建設課長、室橋

でございます。 

 私からは、第３号議案「東京都市計画 流

通業務団地 北部流通業務団地の変更（東

京都からの意見照会）」について、ご説明い

たします。 

 お手元の資料では、みず色の表紙の議案

書の１５ページをご覧ください。 

 提出者は、足立区長、近藤弥生です。 

 提案理由は、本都市計画の変更に関する

東京都からの意見照会に回答するにあたり、

足立区都市計画審議会の議を経る必要があ

るためでございます。 

 議案書の１６ページは都市計画の案の理

由書、１７ページは東京都からの照会文、１

８ページからは附図、２３ページからは計

画書、２４ページ以降は新旧対照表でござ

います。 

 議案書は少し分かりづらいため、きみど

り色の表紙の議案説明資料で内容をご説明

いたします。 

 議案説明資料の２５ページをご覧くださ

い。 

 「１ 議案の趣旨」でございます。 

 本案件は、昭和４４年３月に都市計画決

定された入谷に位置する北部流通業務団地

について、近年の物流ニーズの多様化・高度

化に対応し、業種の枠を超えた物流の効率

化に向けた流通業務施設の機能更新を図る

ために、東京都が都市計画を変更するにあ

たり、足立区都市計画審議会に意見照会す

るものでございます。 

 続けて、「２ 地区の現況」についてでご

ざいます。 

 これまで北部流通業務団地におきまして

は３つの街区に分かれており、街区ごとに、

「トラックターミナル」「卸売市場」「倉庫・

卸売業・コンテナデポ」と建設できる業種の

制限がかけられております。 

 しかし、近年の物流業界では、スーパーや

ネット通販等の普及に伴い、品物の保管や

店舗への配送だけでなく、商品管理や流通

加工、個別配送等の複合化が進んでおり、ま

た「働き方改革」などによる従業員のための

食堂や休憩室、託児施設などの「就業者支援

施設」も求められております。 

 次に、２６ページをご覧ください。「３ 

変更概要」についてでございます。 

 これまでのことを踏まえまして、（１）の

流通業務施設について、下記の表にありま

すとおり、「変更前」の街区ごとに色分けさ

れております、青色の「トラックターミナ

ル」、赤色の「卸売市場」、そして緑色の「倉

庫・卸売業・コンテナデポ」と業種ごとの制

限から、隣の「変更後」にありますとおり、

黄色に塗られております「流通業務施設」と

して業種をまとめ、複合的施設の建設が可

能となるように今回都市計画を変更いたし

ます。 

 また、あわせて、次の２７ページの（２）

建築物の建築面積の敷地面積に対する割合

についても変更いたします。これは、下表に

ありますとおり、変更前は、これまで建築物

の建築面積の敷地面積に対する割合（建蔽

率）を上限１０分の６（６０％）までとし、

緩和規定などは設けておりませんでした。 

 近年の物流ニーズに対応したフロアの大

型化等に対応するため、変更後の「※」にあ

りますとおり、建築する建物が「耐火建築物

等」に該当する場合か、街区の角にある敷地

内に建物を建築する場合のいずれかについ

ては、１０分の１（１０％）を加えることが

できるように緩和規定を設けることといた

しました。 

 なお、卸売市場の敷地は東京都の所有で

ございますが、それ以外は基本的に民間事

業者の敷地となっております。都市計画変

更後は、事業者が各々建て替え更新のタイ

ミングに合わせて、変更内容を踏まえた建

築を行うこととなります。 

 引き続き、（３）の公共施設についてです

が、下記の公共施設の位置図のとおり、当該

周辺には、もも色に表記された都市計画道

路であります補助第２９４号線、補助第２

９６号線、補助第２６１号線、みず色で表記

された団地内の区画道路、緑色として表記

されております総合公園「舎人公園」、黄色

で表記されております街区公園「入谷緑地



7 

 

公園」がございます。 

 北部流通業務団地に関するこれら公共施

設の位置及び規模については、今回変更は

ございません。 

 最後に、２８ページ、「４ 都市計画手続

きの経緯と今後の予定」でございます。 

 令和２年２月からこれまで地元地権者の

方々と、今回の都市計画について「勉強会」

や「説明会」を行ってまいりました。 

 本年１０月１７日には、「第７５回足立区

都市計画審議会」においてご報告をさせて

いただきました。 

 その後、東京都より１１月１１日に足立

区に意見照会がございました。本日の第７

６回足立区都市計画審議会においてご意見

を頂き、東京都に回答を送付いたします。 

 来年２月８日に開催予定の第２４０回東

京都都市計画審議会にて審議され、３月上

旬に決定・告示される予定でございます。 

 以上で第３号議案の説明を終わらせてい

ただきます。 

○長塩会長 それでは、第３号議案の審議

をいたします。 

 本件について、ご意見、質問がありました

らお願いいたします。 

 なければ、第３号議案については、「意見

なし」として、都市計画審議会から事務局に

お伝えいたします。 

 続きまして、報告事項に移ります。 

 報告１「西新井駅西口周辺地区関連につ

いて」を内田中部地区まちづくり担当課長

から説明願います。 

○内田中部地区まちづくり担当課長 中部

地区まちづくり担当課長の内田でございま

す。 

 続きまして、報告１「西新井駅西口周辺地

区関連について」、ご報告いたします。 

 お手元の資料では、もも色の表紙の「報告

説明資料」１ページからになります。 

 最初に「１ 報告の趣旨」でございますが、

本案件は、西新井駅西口交通広場（区画街路

第９号線）の整備を契機に、駅周辺のにぎわ

い創出に資する土地利用誘導や交通広場の

防災性向上に向け建築物を不燃化し、また、

共同化等による土地の再編成や有効利用の

促進を図るため、地区計画及び用途地域等

を変更するものです。 

 今回は、「第７７回都市計画審議会」への

付議に先立ち、概要についてご報告させて

いただきます。 

 次に、「２ 地区の現況」でございます。 

 令和４年４月に交通広場（区画街路第９

号線）の事業認可を取得し、令和１２年の完

成を目指して整備事業が進められておりま

す。 

 駅前広場南側の街区には、暫定利用の駐

車場や接道状況により建て替えの進まない

老朽木造住宅が密集している状況にありま

す。 

 次に、「３ 地区の課題」でございます。

お手元の資料では２ページになります。 

 主要な地域拠点にふわさしい駅前の顔と

して、にぎわいのある街並み形成が必要で

す。 

 また、南街区の無接道宅地の解消や敷地

の有効利用に向け、共同化等による土地の

再編成等を進めていくことが必要となりま

す。 

 続きまして、「４ 地区計画及び用途地域

等の変更概要」でございます。 

 （１）の「地区計画の変更」ですが、右側

の赤い太線で囲まれた部分が変更区域図に

なります。駅周辺のにぎわい創出に資する

土地利用の誘導や、交通広場の防災性向上

に向けた建築物の不燃化、また、共同化等に

よる土地の再編成や有効利用の促進を図る

ため、区画街路第９号線の周辺に新たな地

区区分を設定し、地区整備計画(その２)の

区域を拡大いたします。 

 次に、（２）といたしまして、用途地域等

の変更を行います。右側の図の薄い赤色で

着色した部分を、地区計画の変更を受けて、

区画街路第９号線の沿道３０ｍの範囲にお

いて、用途地域、高度地区、防火地域を変更

いたします。 

 変更案といたしましては、下の表にある

ように、用途地域を「準工業地域」から「商

業地域」に、容積率「２００％」を「４００％」

に、高度地区の指定を「第３種高度地区」か

ら「指定なし」に、防火地域の指定を「準防

火地域」から「防火地域」にそれぞれ変更い

たします。 

 以上が変更概要でございます。 

 最後に、「５ 都市計画手続きの経緯と今

後の予定」でございます。お手元の資料では

３ページになります。 

 現在、都市計画法第１６条に基づく地区

計画に係る都市計画原案の説明会が終了し、
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１２月１９日まで縦覧を行いました。意見

書の提出期間は１２月２６日までとなって

います。 

 今後、都市計画の案を作成し、２月下旬に

都市計画法第１７条の縦覧を行います。そ

の後、３月下旬の足立区都市計画審議会で

ご審議いただき、東京都決定の用途地域に

ついては、５月に東京都都市計画審議会で

の審議を経た後、６月の都市計画決定・告示

を予定しています。 

 以上で報告１の説明を終わります。 

 私からの報告は以上となります。ありが

とうございます。 

○長塩会長 ただいま説明いただきました

報告事項１件について、ご意見、ご質問があ

りましたらお願いいたします。 

 なければ、以上で本日の議案審議及び報

告事項は終了といたします。 

 これより会の進行を事務局にお願いいた

します。 

○室橋都市建設課長 長塩会長、議事進行

ありがとうございました。 

 事務局から事務連絡が２点ございます。 

 １点目に、次回の足立区都市計画審議会

でございますが、令和５年３月２２日（水曜

日）午後２時から、本日と同様、こちらの特

別会議室での開催を予定しております。改

めてご通知申し上げますが、ご予定の程よ

ろしくお願いいたします。 

 ２点目についてでございますが、本日、当

審議会にお車にてご来場いただいた委員の

皆様につきましては、駐車券をご用意して

おります。ご入用の方は事務局までお申し

つけください。 

 事務連絡は以上でございますが、委員の

皆様から何かございますでしょうか。 

 無いようでしたら、これにて第７６回足

立区都市計画審議会を閉会とさせていただ

きます。 

 Ｗｅｂでの出席の専門委員、幹事は退席

をお願いいたします。 

 皆様、本日は、お忙しい中ご出席を賜りま

して、誠にありがとうございました。 

 


